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○

○

その他 （ ）

(H.23)No. 7402 (H.24)No. 7402

事務事業名 徴収費（後期高齢者医療特別会計）
事
業
区
分

(

複
数
選
択
可

)

ソフト施策事業

扶助費

補助金交付金

担当部局名 担当室名 室長名 連絡先 投資事業

市民部 保険年金室 旭　久子 63-7105 施設等維持管理

新・継 事業期間 根拠法令等 内部管理事務

継続 平成 年度～ 平成 年度 特別及び企業会計、組合

総
合
計
画

政 策  互いに認めあい支えあう、健康で安心できる暮らし 会計区分 事業コード 701001

基本政策 自立を支える地域福祉の充実 後期高齢者医療特別会計 （中事業名）※予算書事業名

施 策 社会保障 総務費 徴収費

小 施 策 後期高齢者医療保険 徴収費 （小事業名）

重点施策コード 徴収費 徴収費

事業概要 めざす効果（事業目的）

　県内の７５歳以上の方(一定の障害があり認定を受けた方は６５歳以上)が県の
後期高齢者医療広域連合に加入します。制度の運営は、広域連合が行い、市町
が申請受付、保険料の徴収などを行います。市内の平成２２年度被保険者数は、
８，２４０人で、病院等で受診した医療費の一部負担として１割を後期高齢者に支
払っていただくことになり９割については、広域連合から支払いになります。
　また、保健事業として健康診査をおこなっています。実施機関は、７月から１１月
までです。どこの医療機関でも自己負担額、健診内容は一律です。
　平成２４年度長寿・健康事業としては、肺炎球菌ワクチン接種事業を行います。

・後期高齢者(６５歳以上の障害者も含む)が安心して
病院等で診察を受けられる体制を確立します。
・保険料の徴収について、滞納者の収納対策を行い
収納率の向上をめざします。
・健康診査を受けていただき生活改善等により一人
当たり医療費の縮減をします。

平成23年度
（実績・決算見込）

平成24年度
(計画・作成時予算額)

現在の実施手法（複数選択可）

市が直接実施

主な事業の
実績・計画

[事業内容（事業量）・事業費] [事業内容（事業量）・事業費] 業務委託（全部・一部）により実施

・被保険者数８，２４０人（H22
年度被保険者数）へ保険料の
送付。
・現年度収納率　９９．０％
・医療費給付
５，５６９，４０１千円

需用費　１，４９８千円
役務費　１，７１０千円
委託料　４，３８４千円
（内住民基本台帳法改正対応
版　２，２０５千円）

・被保険者数　８，５００人
・現年度収納率　９９．３％
・医療費給付
５，８８０，０００千円

旅費　　　　　 １０千円
需用費　１，５７１千円
役務費　１，７４７千円
委託料　１，９８５千円

指定管理

補助金・交付金

平成25年度
（計画）

平成26年度
（計画）

平成27年度
（計画）

・被保険者数
８，７００人
・現年度収納率
９９．３％
・医療費給付
６，２４０，０００千
円

・被保険者数
８，９００人
・現年度収納率
９９．４％
・医療費給付
６，６２０，０００千
円

新しい高齢者医療
制度に移行

①直接事業費 7,592千円 5,313千円 6,200千円 6,400千円 1,000千円

財
源
内
訳

(

千
円

)

国庫支出金

県支出金

地方債

その他（　　　）

一般財源 (0) 7,592 5,313 6,200 6,400 1,000
人
工
数

職員 0.70人 0.70人 0.70人 0.70人 0.70人

臨時職員等

②概算人件費 (0千円) 5,110千円 5,110千円 5,110千円 5,110千円 5,110千円

①+②総事業費 (0千円) 12,702千円 10,423千円 11,310千円 11,510千円 6,110千円

※概算人件費②は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費（市一般会計全体、共済費を含む額）を乗じた数値を記載しています。
※平成23年度の（　　）内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。
※特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。
※平成25年度以降の計画（内容及び総事業費）については、予定であり確定したものではありません。



（平成24年7月作成）

５．主な事業指標と成果

６．考察（前年度の評価）及び今後の対応方針

７．事業を取り巻く環境

８．担当室による点検 ［事務事業をより良く（最適化）するために］　

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

９．今後の方向性（担当室による内部評価）

現在の後期高齢者医療制度を廃止し、平成２６年４月から新しい高齢者医療制度を立ち上げ
るため、国を含め地方公共団体においても検討している。

その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか
　［選択肢］　①できる　②検討余地がある　③できない

③できない

特記事項［選択肢］ ①継続（事務改善） ②継続（現行） ③継続（拡大） ④休止・廃止検討 ⑤事業完了（完了予定含む）

②継続（現行）

　　※「継続（現行）」の場合のみ理由を記載

事業に関係する地域ビジョン（地区別計画含む）はあるか
　［選択肢］　①ある　②ない

②ない

事業に地域ビジョンの内容を反映しているか（反映するか）
　［選択肢］　①反映済み　②反映を予定　③反映予定なし（該当しない）

③反映予定なし（該当しない）

点検項目 具体的内容（選択肢①・②の場合）※(4)は①の場合

現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか
　［選択肢］　①できる　②検討余地がある　③できない

③できない

事業指標名 単位
H.20

（現状値）
H.21 H.22 H.23 H.24

99.2
活動指標

目標
保険料収納率　現年度分 ％

99.3

実績 98.9 99.0 99.1 99.0

‐ ‐ 99.1

‐
成果指標

目標 市等が運営する国民健康保険、介護保険、
後期高齢者医療制度が適切に運営されてい
ると感じる市民の割合

％
52.0

実績 50.1 54.4 57,8 59.3

‐ ‐ ‐

目標

実績

考察（前年度の評価-各指標等） 今後の対応方針

①三重県後期高齢者医療広域連合で決定の保険料決定通知送
付。
②１月に前年中の保険料納付済額を通知。
③保険料滞納者に督促状送付。
④住民其本台帳法改正に伴いシステム改修。

①所得申告のない人に保険料軽減になる簡易申告書を送付。
②債権管理室に督促の電話を依頼(現年分）
③後期高齢者医療保険料の徴収事務を適正かつ、円滑に効率
よく実施。

事業環境の今後の変化
（対象者やニーズ、法令・制度の改正等）

市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見

後期高齢者医療制度廃止に伴い厚生労働省で、改革会議を開催
し、各界から委員として会議に参加してもらい改革案が平成22年
度に提出され、平成27年4月から実施するための準備を行ってい
きます。

後期高齢医療制度の廃止により、高齢者の方々も現役世代と同
じ国保や被用者保険の加入することで保険証も変わることなく、
保険料、高額療養費等の面でメリットがでるのではないかとの意
見があります。

効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか
　［選択肢］　①できる　②検討余地がある　③できない

③できない

新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか
　［選択肢］　①できる　②検討余地がある　③できない

③できない


